
 

2020 年度 事業報告書 

 

2020 年度は、主に以下の事業を展開して参りました。 

 

１． 顕彰事業 

医学・医療分野の教育及び地域医療において創造的かつ先駆的諸活動を行い、大きな成果を挙

げた実践者又は実践グループを顕彰することを目的に、平成 26 年度より「昭和上條医療賞」

を創設し、顕彰事業を開始しました。 

この顕彰事業では、全国の医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、理学療法士会、作業療

法士会、医系大学、昭和大学同窓会等約 720 か所へ募集活動を実施し、22 件の応募がありま

した。2020 年 10 月 14 日開催の選考委員会の厳正な審査を経て、理事会で 3 件を採択しまし

た。 

  昭和上條医療賞授賞式は、2020 年 12 月 14 日に挙行し、受賞者を表彰いたしました。 

受賞者及び活動テーマは次のとおりです。 

  

 

                          

地域保健医療貢献部門 3 件 

受賞者 所属機関 活動テーマ 

江田
え だ

 邦夫
くにお

 
江田小児科内科医院 

院長 

① 離島壱岐における医療・救急搬送・介護等の

課題解決に三人の若い医師達の課題解決の

活動は至誠を動かしたのだろうか 

② 離島壱岐の学校保健活動の躍進は飲み

nication 

倉田
くらた

 なおみ 
昭和大学薬学部 

客員教授 

簡易懸濁法の開発・普及と地域保健医療への貢

献 

吉井
よしい

 一郎
いちろう

 
医療法人元湧会 

吉井病院 病院長 

地域連携パスを通じた地域内脳卒中再発防止と

骨脆弱性骨折発生防止への取り組み 

 

 

 

 

 

                                            



選考委員会委員 

氏  名 主な現職等 

木内 祐二 委員長 昭和大学医学部薬理学講座医科薬理学部門教授 

市川 幾恵 委員 昭和大学看護キャリア開発・研究センター長 

倉田 知光 委員 昭和大学富士吉田教育部教授 

向井 美惠 委員 ムカイ口腔機能研究所所長 

村岡   功 委員 
学校法人早稲田大学理事・ 

早稲田大学スポーツ科学学術院教授 

 

 

２． 会議の開催 

理事会、常務理事会、評議員会等を次のとおり開催しました。 

開 催 日 会 議 名 

2020 年 4 月 27 日 みなし決議に関する常務理事会 

5 月 11 日 みなし決議に関する第 30 回理事会 

5 月 25 日 常務理事会 

6 月 1 日 みなし決議に関する定時評議員会 

7 月 13 日 常務理事会 

７月  22 日 みなし決議に関する第 31 回理事会 

8 月 3 日 みなし決議に関する臨時評議員会 

8 月 24 日 常務理事会 

10 月 12 日 常務理事会 

10 月 19 日 常務理事会 

10 月 26 日 第 32 回理事会  

2021 年 1 月 25 日 常務理事会 

2 月 22 日 常務理事会 

3 月 10 日 第 33 回理事会  

3 月 31 日 常務理事会  

                                    

                                     



３. 定款の変更 

 

   2020 年 8 月 3 日付で資産の管理に関する定款の一部変更を行いました。 

 

４. 諸規程の整備 

   

   財団の保有する資金の適正な運用を目的として、2020 年 8 月 3 日付で以下の規程を制

定しました。 

     

資産管理運用規程の制定 

 

   内閣府による立入検査における、個人情報保護に関する規程等の整備についての口頭指

導に対応するため、2020 年 10 月 26 日付で以下の諸規程を制定しました。 

       

    個人情報保護に関する基本方針の制定 

    個人情報等管理規程の制定 

    特定個人情報取扱規則の制定 

 

５．その他 

(1) 寄付金収入 

2020 年度の寄付金収入は 6,300,000 円でした。 

学校法人昭和大学 6,000,000 円 

一 般       300,000 円 

 

(2) 広報活動 

ホームページ等により引き続き、当公益財団の事業を広く発信しました。 

 

 



                                    

２０２０年度事業報告 附属明細書 

 

 

２０２０年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第

３４条第３項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しない

ため、記載を省略しております。 
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